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(57)【要約】
　日常的にサンプルおよび／または試薬に曝されている
シリンジ面の洗浄／フラッシングが不十分であることに
起因するキャリオーバおよび汚染に対処する装置と方法
。具体的には、この装置と方法はシリンジニードルの内
側面および外側面の洗浄と共にシリンジバレル内部の洗
浄を実現する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ニードルの遠位開口端を通して流体を分注または吸引するために内部でプランジャが移
動可能なバレルと連通する前記ニードルを含み、液体取り扱いシステム内で使用され、ま
たは液体取り扱い操作を実行するために使用されるシリンジ、を洗浄するためのシリンジ
洗浄ステーションであって、
　下端部、および前記シリンジの前記ニードルが軸方向に挿入可能な開口上端部、を有す
る内部ニードル洗浄室と、
　前記ニードル洗浄室の前記開口上端部の上に垂直方向に延在する溢流室と、
　洗浄流体を前記内部室に供給するために前記ニードル洗浄室の側壁に開口する洗浄ポー
トと、
　前記ニードル洗浄室の前記下端部に連結された排出流路と、
　前記排出流路を開閉して前記排出流路を通る流体の流れを、それぞれ許容しおよび阻止
するための弁であって、前記弁が閉のときは、前記洗浄ポートから前記ニードル室に流入
する流体が前記ニードル洗浄室を満たし、前記ニードル洗浄室の前記上端部を溢流して前
記溢流室へ流れることができ、前記弁が開のときは、洗浄流体が前記ニードル洗浄室から
前記排出流路を通って流れることができる弁と、
を備えるシリンジ洗浄ステーション。
【請求項２】
　前記排出流路が、前記洗浄ポートの下方で前記ニードル洗浄室に開口しており、前記洗
浄ポートが、前記ニードル洗浄室の前記上端部の下方で前記ニードル洗浄室の前記側壁に
開口している、請求項１に記載のシリンジ洗浄ステーション。
【請求項３】
　前記ニードル洗浄室が第１の管状部材で形成され、前記溢流室が前記第１の管状部材、
および前記第１の管状部材を囲みそれとは径方向に離隔された直径のより大きい第２の管
状部材との間に形成される、請求項１または請求項２に記載のシリンジ洗浄ステーション
。
【請求項４】
　前記ニードル洗浄室が、前記ニードルの直径の少なくとも２倍の直径を有して前記シリ
ンジと組み合わされた、請求項１から３のいずれか１項に記載のシリンジ洗浄ステーショ
ン。
【請求項５】
　前記ニードル洗浄室内に挿入された前記ニードルを有する前記シリンジを保持するため
のホルダをさらに備える、請求項１から４のいずれか１項に記載のシリンジ洗浄ステーシ
ョン。
【請求項６】
　前記ホルダが、洗浄ステーション制御装置と前記シリンジとの間の通信を確立するため
の、シリンジインターフェイスデバイスを含み、それによって、前記シリンジからの命令
は前記洗浄ステーション制御装置によって受信でき、または前記洗浄ステーション制御装
置から前記シリンジに命令を発信できる、前記洗浄ステーション制御装置を備える、請求
項５に記載のシリンジ洗浄ステーション。
【請求項７】
　軸方向に延在し、内部に前記シリンジを軸方向に挿入することができる内部室、および
洗浄流体を前記内部室に供給するために前記内部室の側壁に開口する洗浄ポートを画成す
る本体と、
　前記シリンジのサイドポートの両側で、前記シリンジの外面を封止するために、軸方向
に離隔され、前記洗浄ポートの対向する側に配置された１対の環状シールと、
をさらに備える、請求項１から７のいずれか１項に記載のシリンジ洗浄ステーション。
【請求項８】
　ニードルの遠位開口端を通して流体を分注または吸引するために内部でプランジャが移
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動可能なバレルと連通する前記ニードルを含み、液体取り扱いシステム内で使用され、ま
たは液体取り扱い操作を実行するために使用される前記シリンジ、を洗浄する方法であっ
て、
（ａ）洗浄ステーションにおいて、軸方向に延在するニードル洗浄室の開口上端部を通し
て、前記シリンジを軸方向に挿入するステップと、
（ｂ）前記ニードル洗浄室の上端部および下端部の間の、前記ニードル洗浄室の側壁にあ
る洗浄ポート開口部を通して洗浄流体を流すステップと、
（ｃ）洗浄流体を前記ニードル洗浄室に満たし、前記ニードル洗浄室の上部開口端を通し
て溢流室内に流出させるように、前記排出流路を閉鎖するステップと、
（ｄ）前記ニードル洗浄室内の前記洗浄流体が排出流路を通して流出するように、前記排
出流路を開くステップと、
（ｅ）ステップ（ｃ）の間に、洗浄流体を前記ニードルを通して前記シリンジの前記バレ
ル内に吸い込むように、前記シリンジの前記プランジャを引き込むステップと、
（ｆ）ステップ（ｄ）の間に、前記洗浄流体を、前記シリンジの前記バレルから前記ニー
ドルを通して、前記ニードル洗浄室から前記排出流路へ流れる前記流体中に排出するよう
に、前記シリンジの前記プランジャを伸長するステップと、
を含む方法。
【請求項９】
　前記弁が開のとき、前記洗浄流体が前記排出流路を通して重力によって排出される、請
求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ステップ（ｂ）から（ｆ）が複数回繰り返される、請求項８または請求項９に記載の方
法。
【請求項１１】
　少なくとも前記ニードルの長さの２０％が前記ニードル洗浄室に挿入される、請求項８
から１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　少なくとも前記ニードルの長さの５０％が前記ニードル洗浄室に挿入される、請求項８
から１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ニードルが前記洗浄室に挿入されているとき、前記ニードルが前記ニードル洗浄室
の前記側壁から離隔されて保持されている、請求項８から１２のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項１４】
　ニードルの遠位開口端を通して流体を分注または吸引するために内部でプランジャが移
動可能なバレルと連通する前記ニードル、および前記バレルと連通するサイドポートを含
み、液体取り扱いシステム内で使用され、または液体取り扱い操作を実行するために使用
されるシリンジ、を洗浄するためのシリンジ洗浄ステーションであって、
　軸方向に延在し、内部に前記シリンジを軸方向に挿入することができる内部室、および
洗浄流体を前記内部室に供給するために前記内部室の側壁に開口する洗浄ポート、を画成
する本体と、
　前記シリンジのサイドポートの両側で、前記シリンジの外面を封止するために、軸方向
に離隔され、前記洗浄ポートの対向する側に配置された１対の環状シールと、
を備えるシリンジ洗浄ステーション。
【請求項１５】
　前記シリンジの前記サイドポートが、前記環状シールの間に位置する前記内部室の領域
に位置するように、前記シリンジを受け入れ保持するためのホルダをさらに備える、請求
項１４に記載のシリンジ洗浄ステーション。
【請求項１６】
　ニードルの遠位開口端を通して流体を分注または吸引するために内部でプランジャが移
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動可能なバレルと連通する前記ニードル、および前記バレルと連通するサイドポートを含
み、液体取り扱いシステム内で使用され、または液体取り扱い操作を実行するために使用
されるシリンジ、を洗浄する方法であって、
　前記洗浄ポートの両側で前記シリンジの外面を封止するために軸方向に離隔され前記洗
浄ポートの両側に配置された、１対の環状シールで仕切られた領域内に前記サイドポート
が位置するように、前記シリンジを洗浄ステーションの軸方向に延在する内部室内に軸方
向に挿入するステップと、
　前記プランジャが前記ニードルの前記遠位端から離れた前記サイドポートの側に位置す
るように、前記シリンジの前記プランジャを引き抜くステップと、
　前記サイドポートを通って前記シリンジの前記バレルに流入し、前記ニードルの前記遠
位端から流出して、それによって前記シリンジの内側面を洗浄する洗浄流体を、前記洗浄
ポートを通して前記内部室に流入させるステップと、
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で説明する本発明は、一般に液体取り扱いシステムおよびデバイスに関し、詳
細には液体クロマトグラフまたは他の分析システムに使用されるものに関し、さらに具体
的にはそれらのシステムに使用されるシリンジ洗浄ステーションに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２００５年１２月８日に出願された米国仮特許出願第６０／７４８３９８号
、および２００６年８月２日に出願された米国仮特許出願第６０／８２１１４７号の利益
を主張するものであり、その全体は引用することにより本明細書に組み込まれるものとす
る。
【０００３】
　多くの原子核、化学、および生物反応を開始するときには、反応化学量論を正確に順守
することが必要である。反応物質間の適切な比率を確立することに失敗すると、不十分な
、および／または不正確な反応中間物および生成物を生成する。反応物質およびサンプル
を導入する割合または量を制御することに失敗すると、反応に依存して、望ましからざる
結果を生じることがある。
【０００４】
　反応を制御する能力は大部分、各構成物質の正確な量を適切な割合で、正確かつ精密に
吸引および分注する能力に直接関係している。多くの状況で、この操作を遂行するために
選ばれるデバイスは、正確かつ精密ではあるが、高価で自動化されたシリンジまたはピペ
ット（以下、まとめてシリンジと称する）である。経済的な理由で、シリンジは多数回使
用される。したがって、次の分析結果に悪影響を及ぼす可能性のある残留物のキャリオー
バを防止するために、シリンジは使用の度に洗浄しなければならない。
【０００５】
　キャリオーバ／汚染は、サンプルおよび他の汚染物に日常的に曝されている表面の廃棄
物の洗浄／フラッシングが不十分なことによって発生することがある。不十分な洗浄はサ
ンプル流路内の未清掃部分から生ずることがあり、サンプリング経路内の未洗浄部分が、
まれではあるが、統計的な事象を介して、サンプリング成分と接触することがある。これ
らの起因事象のあるものは潜行的であり、いくつかの操作の途中で散発的に発生するのみ
であるが、他のものはより明白であり、操作する度に定期的に出現する。
【０００６】
　いくつかのシリンジ洗浄技術が使用されてきた。１つの技術は使い捨てチップを使用す
ることである。この場合、シリンジは、高価な部品は多数回使用するために保持されるが
、試薬または溶媒で濡れた部分は取り外し可能で廃棄できるように設計される。この手法
は、いくつかの適用分野では十分なものであり、実験室環境での多くの手動操作で使用さ
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れている。しかし、新しい使い捨て部品を正確な配列で取り付けることが難しいため、こ
の手法の有用性は自動操作に対して低下する。人間は微小に配列のずれたチップを手動操
作で容易に調整できるが、ロボット的デバイスが同じ操作をすることは非常に難しい。使
い捨て部品の正確な取付け、または配列のずれたチップの調整を、ロボットシステムで技
術的に処理することには、極めて高い費用がかかる。これらの費用は一般に、シリンジま
たはピペットの洗浄機構を自動化システムに適用する費用をはるかに超える。さらに、使
い捨て要素は貴重なロボットのデッキ空間を占有することが多く、それにより補償するた
めの自動化態様がより大きくなり、そのためさらに高価になる。
【０００７】
　別の洗浄技術はシリンジ自体を使用する。この場合、分注または注入後に、洗浄溶液を
繰り返し吸引および分注することにより、シリンジのバレルは内部を洗浄され、プローブ
は内部および外部の両方を洗浄される。この方法の主な欠点は、所望の清浄度を達成する
ためには、数回の吸引と分注のサイクルが通常必要とされ、それによってこの方法は極め
て遅くなることである。人は、洗浄溶液をリザーバ個所から吸引することと、それを廃棄
個所へ排出することとの間で、繰り返し操作をしなければならない。自動化システムの場
合は、この操作はロボット動作機構に過度の損耗を引き起こす。シリンジを洗浄するため
に必要な多数の動作もその寿命を低下させる。
【０００８】
　さらに別の洗浄技術では、シリンジまたはピペットのバレルに直接接続された専用の洗
浄配管を使用する。洗浄配管は、流体がバレルを通って流れシリンジニードルの開口端か
ら流出するように、このデバイスに連結される。シリンジニードルが、垂直配置された行
き止り管内または円筒内に配置されると、このデバイスからの流出液はこの管を上向きに
戻りニードルの外側表面に沿って流れ、それによってこの要素の外側面も洗浄する（図１
参照）。この手法は、上述したようなシリンジまたはピペットデバイス自体を使用するも
のよりもかなり迅速である。洗浄溶液は、デバイスを通してポンプで速度を上げて送液さ
れることが可能であり、洗浄時間が短縮される。さらに、シリンジの動作回数が低減され
、したがってより長いシリンジ寿命が実現される。内面および外面もまた同時に洗浄でき
、したがってこのデバイスを洗浄リザーバと廃棄装置の間で（自動または手動で）移動す
る必要性が解消される。しかし重要な欠点は、専用の洗浄溶媒配管は嵩が大きく、邪魔に
なり、漏れることがあり、ならびに操作中に他の配管および接合部ともつれることがある
ことである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、サンプルおよび／または試薬に日常的に曝されているシリンジ表面の不十分
な洗浄／フラッシングに起因するキャリオーバおよび汚染に対処する装置と方法を提供す
る。具体的には、この装置と方法はシリンジニードルの内側面および外側面の洗浄と共に
、シリンジバレルの内部の洗浄も実現する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　好ましい実施形態において、本発明による独立型のシリンジ洗浄ステーションは、実験
室での操作に使用されるシリンジに対して迅速で、ハンズフリーな流体作業を実現する。
シリンジのバレルは内部を、ニードルは内部と外部の両方を、洗浄溶液の吸引と分注によ
って洗浄される。所望の清浄度を達成するためには、数回の吸引と分注のサイクルが必要
とされることがあるが、従来の自動システム技術で必要とされていたような、洗浄溶媒容
器と汚染溶媒廃棄ステーションとの間でシリンジを繰り返し入れ替える必要はない。その
代わり、これらの作業はシリンジを動かす必要なく１個所で成し遂げられる。
【００１１】
　したがって、本発明は液体クロマトグラフシステムなどの液体取り扱いシステムで使用
されるシリンジを洗浄するための、シリンジ洗浄ステーションを提供するものであり、シ
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リンジはバレルと連通するニードルを含み、ニードルの遠位開口端を通して流体を分注お
よび吸引するために、バレル内でプランジャが移動可能である。洗浄ステーションは、下
端部およびシリンジのニードルが軸方向に挿入可能な開口上端部を有する、内部ニードル
洗浄室と、ニードル洗浄室の開口上端部の上に垂直方向に延在する溢流室と、洗浄流体を
内部室に供給するためにニードル洗浄室の側壁に開口した洗浄ポートと、ニードル洗浄室
の下端部に連結された排出流路と、排出流路を開閉して排出流路を通る流体の流れをそれ
ぞれ許容し、および阻止する弁とを備える。弁が閉のときは、洗浄ポートからニードル室
に流入する流体がニードル洗浄室を満たし、ニードル洗浄室に清浄な流体を補充し、シリ
ンジ内に吸い込んで洗浄し、ニードルの外面を洗浄し、次いでニードル洗浄室の上端部を
溢水して溢水室に流入し、続いて流出するために、ニードル洗浄室を通って流れることが
可能である。弁が開のときは、室内の洗浄流体およびシリンジから分注された溶液は、排
出するために、ニードル洗浄室から排出流路を通って流れることができる。
【００１２】
　ある１つの実施形態では排出流路が、洗浄ポートの下方でニードル洗浄室に開口してお
り、洗浄ポートがニードル洗浄室の上端部の下方でニードル洗浄室の側壁に開口してもよ
い。
【００１３】
　ニードル洗浄室は第１の管状部材で形成され、溢流室は第１の管状部材、および第１の
管状部材を囲みそれとは径方向に離隔された直径のより大きい第２の管状部材との間に形
成されてよい。
【００１４】
　流体がニードルの外部に沿って流れその外表面を洗浄するように、ニードル洗浄室はニ
ードルの直径の少なくとも２倍の直径を有してよい。
　ニードル洗浄室内に挿入されたニードルを有するシリンジを保持するために、ホルダが
設けられる。
【００１５】
　ホルダは、洗浄ステーション制御装置とシリンジとの間の通信を確立するための、シリ
ンジインターフェイスデバイスを含み、それによって、シリンジからの命令は洗浄ステー
ション制御装置によって受信でき、または洗浄ステーション制御装置からシリンジに命令
を発信できる。
【００１６】
　本発明の別の態様によれば、ニードルの遠位開口端を通して流体を分注または吸引する
ために内部でプランジャが移動可能なバレルと連通するニードルを含み、液体クロマトグ
ラフシステムなどの液体取り扱いシステム内で使用されるシリンジ、を洗浄する方法が提
供される。この方法は、（ａ）洗浄ステーションにおいて、軸方向に延在するニードル洗
浄室の開口上端部を通して、シリンジを軸方向に挿入するステップと、（ｂ）ニードル洗
浄室の上端部および下端部の間のニードル洗浄室の側壁にある洗浄ポート開口部を通して
洗浄流体を流すステップと、（ｃ）洗浄流体をニードル洗浄室に満たし、ニードル洗浄室
の上部開口端を通して溢流室内に流出させるように、排出流路を閉鎖するステップと、（
ｄ）ニードル洗浄室内の洗浄流体が、排出流路を通して流出できるように、排出流路を開
くステップと、（ｅ）ステップ（ｃ）の間に、洗浄流体をニードルを通してシリンジのバ
レル内に吸い込むように、シリンジのプランジャを引き込むステップと、（ｆ）ステップ
（ｄ）の間に、洗浄流体を、シリンジのバレルからニードルを通して、ニードル洗浄室か
ら排出流路へ流れる流体中に排出するように、シリンジのプランジャを伸長するステップ
とを含む。
【００１７】
　具体的には洗浄流体は、弁が開のとき、重力によって、または真空デバイスで補助され
て、排出流路を通して排出され得る。
　典型的には、所望のレベルの清浄度を得るためにステップ（ｂ）から（ｆ）は複数回繰
り返されるであろう。
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【００１８】
　通常、少なくともニードルの長さの２０％から７５％またはそれを超す部分がニードル
洗浄室に挿入されてよい。
　ニードルがその外面を洗浄するために洗浄室に挿入されているとき、ニードルはニード
ル洗浄室の側壁から離隔されて保持されてよい。
【００１９】
　本発明のさらに別の態様によれば、液体クロマトグラフシステムなどの液体取り扱いシ
ステム内で使用されるシリンジであって、ニードルの遠位開口端を通して流体を分注また
は吸引するために、内部でプランジャが移動可能なバレルと連通するニードルおよびバレ
ルと連通するサイドポートを含むシリンジ、を洗浄するためのシリンジ洗浄ステーション
が提供される。シリンジ洗浄ステーションは、軸方向に延在し、内部にシリンジを軸方向
に挿入することができる内部室、および洗浄流体を内部室に供給するために内部室の側壁
に開口する洗浄ポート、を画成する本体と、シリンジのサイドポートの両側で、シリンジ
の外面を封止するために、軸方向に離隔され、洗浄ポートの両側に配置された１対の環状
シールとを、備える。
【００２０】
　ホルダは、シリンジのサイドポートが環状シールの間に位置する内部室の領域に位置す
るように、シリンジを受け入れ保持するために設けられてよい。
　本発明のさらに別の態様によれば、ニードルの遠位開口端を通して流体を分注または吸
引するために内部でプランジャが移動可能なバレルと連通するニードル、およびバレルと
連通するサイドポートを含み、液体クロマトグラフシステムなどの液体取り扱いシステム
内で使用されるシリンジを洗浄する方法が提供される。この方法は、洗浄ポートの両側で
シリンジの外面を封止するために軸方向に離隔され洗浄ポートの対向する側に配置された
、１対の環状シールで仕切られた領域内にサイドポートが位置するように、シリンジを洗
浄ステーションの軸方向に延在する内部室内に軸方向に挿入するステップと、プランジャ
がニードルの遠位端から離れたサイドポートの側に位置するように、シリンジのプランジ
ャを引き抜くステップと、サイドポートを通ってシリンジのバレルに流入し、ニードルの
遠位端から流出して、それによってシリンジの内側面を洗浄する洗浄流体を、洗浄ポート
を通して内部室に流入させるステップと、を含む。
【００２１】
　本発明のさらなる特徴は、図面と関連させて以下の詳細な説明を検討するとき、明確に
なるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　ここで図面を詳細に参照すると、まず初めは図１から図３で、液体クロマトグラフまた
は他の分析システムなどの液体取り扱いシステムで使用されるシリンジを洗浄するための
例示のシリンジ洗浄ステーションが、全体的に参照番号１０で示される。全体的に参照番
号１１で示されるシリンジは、バレル１３と連通するニードル１２を含み、ニードルの遠
位開口端を通して流体を分注または吸引するために、バレル１３内でプランジャ（図示せ
ず）が移動可能である。本明細書でシリンジと称するときは、シリンジ、ピペット、およ
び他の型式のサンプリングプローブを包含する。
【００２３】
　例示されたシリンジ洗浄ステーション１０は独立した組立体またはユニットである。さ
らに図４および図５を参照すると、洗浄ステーション１０は全体として、下端部およびシ
リンジのニードル１２を軸方向に挿入可能な開口上端部を有する内部ニードル洗浄室１８
と、ニードル洗浄室１８の開口上端部の上に垂直方向に延在する溢流室２１と、洗浄流体
を内部室に供給するためにニードル洗浄室の側壁に開口する洗浄ポート２２と、ニードル
洗浄室１８の下端部に連結された排出流路２４と、排出流路２４を開閉して排出流路を通
る流体の流れを、それぞれ許容しおよび阻止する弁２６と、を備える。排出流路は、接続
金具２７に連結された適切な導管によって廃棄物収納容器に連結されてもよい。ソレノイ
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ド駆動弁などの任意の適切な弁が使用されてよい。この弁は、適切な接続金具３０によっ
て洗浄ステーション本体２９に連結された弁組立体２８内に収納されてよい。弁の操作は
、洗浄ステーション内にユニットとして含まれた、または所望により遠隔配置された、洗
浄ステーション制御装置３１で制御されてよい。弁は、洗浄ステーション制御装置３１で
制御されてよいが、手動、または総合的流体取り扱いシステム制御装置などの他の制御デ
バイスの使用を含む、弁を開閉するための他の手段を設けてもよい。
【００２４】
　図に示されているように、ニードル洗浄室１８の上端部は内部管状部材３０で形成され
てよく、内部管状部材３０は、その中で洗浄室の残りの部分が形成される洗浄ステーショ
ン本体２９と一体化して、または分離した部品として形成されてよい。溢流室２１は、内
部管状部材２９と直径がより大きい外部管状部材３２との間に形成され、外部管状部材は
同様に洗浄ステーション本体と一体化して、または分離した部品として形成されてよい。
外部管状部材３２は、内部管状部材３０を囲むが径方向には離隔して、溢流室の下部を形
成する。溢流室の上部は、洗浄室の上端部またはリム３３の上に延在し、洗浄室の頂部を
通して流出する流体を収集する。溢流室の下端部は排出流路３５に連結されており、それ
は排出管３６の下端部に取り付けられた適切な導管で廃棄物収集容器に連結されてよい。
【００２５】
　使用に当っては、洗浄流体は、洗浄室１８に導入するために、供給源３７から洗浄ポー
ト２２に供給されてよい。洗浄流体を制御して洗浄室へ分配するために、流体供給源３７
は制御装置で制御されてよく、またはそのような流体供給源は、いくつかの適用に対して
は手動などの他の方法で制御されてもよい。流体供給源は、供給する洗浄流体を貯留する
ための貯槽３８、およびポンプ３９、および／または、例えば洗浄ステーション制御装置
の制御下で、洗浄流体を洗浄ポートへ圧送供給するように操作可能な、供給弁４０を含む
ことができる。
【００２６】
　弁２５が閉のとき（図５で９０°回転されたとき）、洗浄ポート２２からニードル洗浄
室１８へ流入する流体は、ニードル洗浄室を満たし、ニードル洗浄室の上端部から溢流し
て、溢流室２１に収集される。溢流室内の流体は、廃棄するために排出流路３５を通して
排出される。図５に示すように弁が開のときは、洗浄流体は、廃棄するためにニードル洗
浄室から洗浄室排出流路２４を通して流すことができる。
【００２７】
　ここで図４３および図５と関連して、図６Ａから図６Ｅを参照して洗浄の一例をここに
説明する。まず、廃棄するために洗浄室１８内が完全に排出されていなかった場合は、そ
うするために洗浄室排出弁２６が開けられる。シリンジ１１はデバイス１０内に配置され
、ニードル１２は洗浄室１８を囲む壁内に静置されるが、壁には接触しないようにされる
。シリンジプランジャ４４は図６Ａに示すように、シリンジ内に残留している可能性のあ
る任意の内容物を洗浄室に排出するように最下部に移動され、次いでそれらの内容物は洗
浄室の排出流路２４を通して流出する。
【００２８】
　次に洗浄室排出弁２６は洗浄ステーション制御装置によって閉鎖される。それらの閉鎖
は、図６Ｂおよび図６Ｃにおいて「Ｘ」で図示される。適切な溶媒などの洗浄流体は、洗
浄ポート２２を通して洗浄室１８内に導入される。上述したように、洗浄ポートに流され
る流体は適切な弁および／またはポンプによって制御され、それらはさらに洗浄ステーシ
ョン制御装置３１によって制御されてよい。代替案または追加案として、手動操作弁の使
用などにより流体の供給を手動制御してもよい。
【００２９】
　洗浄室１８に流入した流体は洗浄室を満たし、廃棄容器に至る経路である溢流室２１内
に溢流する。この操作で、洗浄室の上端部から下方に延在する、シリンジニードル１３の
外表面の部分を洗浄する。同時に図６Ｂに示すように、シリンジプランジャ４４を上方に
引き抜くことが可能で、それによって清浄な溶媒をニードルの管腔内、およびシリンジ１
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１のバレル４６内に吸い込むことができる。
【００３０】
　シリンジプランジャ４４が指定された最上部位置に達すると、図６Ｃおよび図６Ｄに示
されるように、洗浄室排出弁２６が再び開けられ洗浄室内容物が完全に排出される。この
ステップでは、所望により溶媒は洗浄室に流入し続けてもよいし、止めてもよい。
【００３１】
　図６Ｅに図示するように、次にシリンジプランジャ４４は再び最下部まで伸長され、汚
染した溶媒を洗浄室１８の下部に排出し、その後それは洗浄室排出流路２４を通して廃棄
容器へ流れる。
【００３２】
　図６Ｂから図６Ｅまでに例示された上述のステップは、シリンジニードルの内側および
外側表面ならびにシリンジバレルに所望の清浄度を達成するように、必要な回数の吸引と
分注のストロークを繰り返すことができる。
【００３３】
　図６Ｄおよび図６Ｅに例示された流体の流下によって、著しい利点が得られる。これに
よって、効率的かつ「即座に」全ての汚染物を洗浄室およびシリンジから廃棄容器へ排出
し、洗浄室を清浄な溶媒で充満して次の吸引ステップのために準備する。この過程は洗浄
室の流体について、次の式１で表現されるものと同様の、汚染レベルの「ステップ」変化
をもたらす。
【００３４】
【数１】

【００３５】
ここで、Ｃｏ＝汚れたシリンジから分注した直後の洗浄室内の汚染物濃度、Ｃｔ＝時刻＝
ｔにおける洗浄室内の汚染物濃度、Ｒｓ＝流下した後の残留汚染物濃度、これは主に以前
に壁に吸着された検体の脱離に起因する。ｔ＝時間、およびｔｏ＝流出弁が開かれた時刻
である。
【００３６】
　したがって、高速で、溶媒集約性が少なく、かつ流体を汚染状態から清浄状態へ変える
ための効率的手段が提供される。
　これとは対照的に、流体が洗浄室から流出されない場合は、流体中に含まれる汚染物は
、溶媒が洗浄室から溢流室に流れるときに、式２に示すような、洗浄室に関する指数関数
的な汚染の減少を生じる希釈機構によって除去される（清浄な溶媒がポンプで供給された
ときの、洗浄室における流体の一時的な均一性を仮定している）。
【００３７】

【数２】

【００３８】
ここで、Ｃｏ＝汚れたシリンジから分注した直後の洗浄室内の汚染物濃度、Ｃｔ＝時刻＝
ｔにおける洗浄室内の汚染物濃度、Ｒｓ＝流下した後の残留汚染物濃度、これは主に以前
に壁に吸着された検体の脱離に起因する。ｔ＝時間、ｔｏ＝流出弁が開かれた時刻、ＳＲ
Ｆ＝溶媒の流量、およびＣＶ＝洗浄室の容積である。
【００３９】
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　汚染物は、シリンジの分注ステップとその次の吸引ステップとの間に割り当てられた、
任意の妥当な時間内に洗浄室から部分的に除去されるだけである。シリンジは引き続いて
吸引ステップの間に、ある程度汚染された溶媒をその中に吸引する。このケースでは、汚
染から清浄への変化率は、流入する清浄な溶媒の流量と洗浄室の体積の両方によって決定
され、洗浄室の体積が指数関数の「時定数」となる。切り替えの程度（すなわち、洗浄室
内の溶媒の最終的な清浄度）は、シリンダ内の初期汚染濃度と、与えられたシリンダの体
積および溶媒の流量に対するシリンジの分注と吸引の間に割り当てられた時間と、に依存
する。各分注／吸引サイクルに対しておよそ６桁のオーダの希釈を得るためには、シリン
ダを通して概略１４シリンダの体積（時定数）をポンプで流す必要がある。実際には、上
述の流体流下手法と同等の清浄度に達するには、この手法は複数倍の溶媒体積が必要であ
り、相当長い時間が必要である。明らかに、時間、溶媒保存、および全体的効率からみて
、シリンジ洗浄デバイスに用いる方法として、溶媒流下方法は希釈方法よりも好ましい。
しかし、何らかの理由により希釈法が所望される場合は、この洗浄ステーションは希釈手
順を代替として実行するように使用できる。
【００４０】
　層流条件では、汚染された溶媒を洗浄室から除去する時間は、排出流路の有効内半径、
排出流路の長さ、排出する液体の粘性、および排出流路の両端間の圧力降下に依存する。
圧力降下は重力に依存して実現されるので、排出時間を最短にするには、排出流路の有効
内半径を洗浄室の内半径に概ね合わせることができ、排出流路を短く維持できることが必
要である。これが現実的でない場合は、排出流路の出口端に吸引ポンプを設置して、それ
によって洗浄室内から廃棄物収納容器までの圧力降下を増大することにより、所望の排出
率を達成できる。
【００４１】
　図５に示すように、洗浄室排出流路２４は、洗浄ポートの下部でニードル洗浄室１８に
開口しており、洗浄ポートは、ニードル洗浄室の上部リム３３の下方でニードル洗浄室の
側壁に開口している。洗浄ポートは、図示するように洗浄室の底部付近に、したがってシ
リンジニードルが洗浄室に挿入され保持されたとき、シリンジニードルの下端より低い位
置に配置してよい。洗浄ポートは、代替案および／または追加案として、洗浄室の中央部
、または洗浄室の頂部付近または頂部、または洗浄室のリム上部でさえ配置してよい。
【００４２】
　ニードル洗浄室１８はまた、ニードルの周囲に環状空間を画成するように、ニードル１
３の直径よりも大きい直径を有する。洗浄室の直径は、例えば、ニードルの直径の少なく
とも２、３倍またはそれを超えてよい。
【００４３】
　図２および図３を再び参照すると、ニードル洗浄室１８に挿入されるニードル１３を有
するシリンジ１１を保持するために、洗浄ステーションはさらにホルダ５２を備える。例
示されたホルダは塔型であり、洗浄室１８および溢流室２１を含む塔の底部に配置された
洗浄ステーション本体２９を有する。図示されているように、洗浄室本体は、塔の下端部
で管状またはブロック状の部分５４内にしっかり保持され、それは次いで弁筐体２８に連
結される。塔５２の堅板部分５４は、洗浄室本体２９と塔の上端部との間で、中間ガイド
および支持部材５５を支持してもよい。
【００４４】
　図３に示すようにシリンジ１１の上端部は、掴み具、ガントリ機構、またはそれと同様
の機構（図示せず）によって把持されるように塔の上端部から突出してよく、それはシリ
ンジをホルダ内へまたはホルダ外へ移動するために使用されてもよい。別のシステムでは
、シリンジは手動または他の方法で、洗浄ステーションに挿入され、取り外される。シリ
ンジは、上述のように注入ニードルが洗浄室１８内に位置するまで、ロボット的デバイス
または他の機器を用いて軸方向にシリンジホルダ５２内に挿入されてよい。シリンジには
、過挿入を防止するためにそのような挿入運動を制限する適切な停止具を設けてよい。
【００４５】
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　ホルダ５２は、シリンジ洗浄デバイス１０とシリンジ１１との通信を確立するためにシ
リンジのインターフェイスデバイス５８を含んでよく、それによって、シリンジからの命
令は洗浄ステーション制御装置および／または全体システム制御装置によって受信でき、
またはそれらから命令をシリンジに発信できる。このような形で、プランジャを動かすシ
リンジ内のモータまたは他の動的デバイスは、制御装置３１によって制御される。勿論、
プランジャを伸長し、および引き込むために、シリンジの端部から延在し、プランジャを
動作させるように手動で操作されるプランジャ延長部のような手動手段を含む、他の手段
を用いることもできる。
【００４６】
　図示した例示的実施形態では、インターフェイスデバイス５８はシリンジ１１と通信し
、および／またはシリンジに動力を供給する。インターフェイスデバイス５８、およびシ
リンジ１１の対応する接続モジュールのさらなる詳細、ならびに、それら相互のインター
フェイスの態様、およびそれらと、ここに説明する洗浄ステーションのような分析システ
ム（単数または複数）の制御構成要素および機能ステーションとのインターフェイスの態
様についてのさらなる詳細に関しては、国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ０６／０２８４５を参
照することが可能であり、それは引用することにより本明細書に組み込まれるものとする
。具体的な実施例として、洗浄手順は、適切にプログラムされた論理制御デバイスを含む
、シリンジ１１の制御下で実行されてよい。インターフェイスデバイス５８は、洗浄ステ
ーション１０内に保持されたとき、動力をシリンジ１１に供給してもよい。しかし、従来
の液体およびサンプル取り扱いシステムにおいて使用されるシリンジと同様の手動で挿入
されるシリンジも含む、別の型式のシリンジを洗浄ステーションのデバイスとして使用す
ることも可能であり、シリンジはガントリシステムまたは別途構成のシステムに係留され
てもよいことが、留意される。
【００４７】
　シリンジ１１は、ホルダ内でのシリンジの縦方向および／または回転方向の適切な指定
位置に関する位置決めキーとして働く、ピンなどの位置決めデバイス６０を備えることも
できる。位置決めピンは、ホルダ頂部の位置決めスロット内に配置することが可能である
。位置決めキーは、シリンジがホルダ５２内に軸方向（縦方向）に挿入される範囲を制限
するために使用され、または挿入範囲を制限するために別の手段を採用することもできる
。
【００４８】
　上述のように、シリンジ１１は洗浄流体を吸引および／または分注するように操作され
ることが可能である。シリンジは自立式にして係留装置の必要性を解消することも可能で
あり、それによって、システムを介してサンプリングシリンジの移動を調整する、複雑な
操作が低減される。係留されない自立式サンプリングシリンジは通常、プランジャと、命
令信号に応答してプランジャを動かすための動的デバイスと、を含む。命令信号は、サン
プリングシリンジと定置システムの構成要素との間で、無線により、および／または他の
適切な手段によって与えられる。
【００４９】
　シリンジ１１は長手方向の大部分に渡って円筒状であってよい。シリンジの最大外直径
は９ｍｍ以下であり、したがってサンプリングシリンジは、操作時に動的に中心間距離９
ｍｍまたはそれ未満の格子状に互い同士集合し、または個別に隣り合って配置されること
ができる。以下で理解されるように、複数のシリンジで並列作業するために、複数の洗浄
ステーションを配列できる。具体的には、複数の洗浄ステーション１０を互いに隣り合う
関係の配列または格子に構成することができる。
【００５０】
　上述の説明を考慮すると、本発明は具体的には独立型シリンジ洗浄ステーションであっ
て、実験室での操作に使用されるシリンジを対象として、迅速な、好ましくはハンズフリ
ーな、流体作業を実現する洗浄ステーションを提供することが今や明らかであろう。本発
明の原理は、具体的には本明細書に記載されたシリンジを含む、様々な異なる型式のシリ
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ンジに適用可能である。
【００５１】
　ここで図７と図８を参照すると、別の実施形態の独立型シリンジ洗浄ステーションが、
参照番号７０によって全体的に示される。洗浄ステーション７０は、バレル７３と連通す
るニードル７２を含むシリンジ７１に使用することが意図されており、シリンジ内で、プ
ランジャ７４はニードルの遠位開口端を通して流体を分注または吸引するように移動可能
であり、サイドポート７６は、具体的にはバレルの上部で、バレル７３と連通している。
上述したシリンジ１１についての説明はシリンジ７１に対しても同様に適用可能である。
上述の例示の方法ではサイドポートを利用しないのでこれまで説明をしなかったが、シリ
ンジ１１もサイドポート７６を備えてよい。しかし、サイドポートを備えると、シリンジ
１１、シリンジ７１、および他のシリンジは、本発明に従って洗浄ステーションデバイス
７０または同様のデバイスで洗浄されることが可能となる。
【００５２】
　シリンジ洗浄ステーション７０は、軸方向に延在しその中にシリンジを軸方向に挿入可
能な内部室８０を含む本体７９と、内部室に洗浄流体を供給するために、内部室に具体的
には内部室の側壁に開口している洗浄ポート８１とを、備える。軸方向に離隔された１対
の環状シール８３および８４は、図示するようにＯリングシールであってよく、シリンジ
のサイドポート７６の両側で、好ましくは円筒状のシリンジ７１の外表面を封止するよう
に、洗浄ポート８１の両側に位置している。
【００５３】
　洗浄操作の間、シリンジ７１を定位置に保持するために、上述したものと同様の適切な
ホルダ８６が設けられてよい。図示するように、ホルダ８６は流体容器８８から上向きに
延在する竪板８７を含んでよく、流体容器は竪板の下端部で竪板によって支持され、また
はその逆に竪板を支持してよい。竪板８７は流体容器の上方で本体７９を支持し、シリン
ジがホルダ８７中に完全に挿入され、流体容器内で、ニードルの外側、特にニードルの下
部を洗浄するために、ニードルが容器内に入っている洗浄流体に浸されるように、ニード
ルが流体容器に対して適切に位置決めされたとき、本体はシリンジのサイドポート７４と
位置を合わせるようにする。ホルダはさらに、シリンジを挿入するときに案内し、ホルダ
内でシリンジを支持するために、シリンジガイドおよび支持部材９０をホルダに備えてよ
い。ガイドおよび支持部材は、シリンジが安定した形で保持されるように、本体７９の上
部に所望の距離に離隔されてよく、また他の手段を採用してもよい。
【００５４】
　洗浄ポート８１への流体の供給、ならびに容器８８へのおよびそれからの流体の供給は
、上述の説明と同様の態様で行われ得る。すなわち、洗浄ポート８１への流体の流れは適
切な弁および／またはポンプで制御されてよく、それらはさらに、洗浄ステーション制御
装置などの適切な制御装置で制御されてよい。代替案または追加案として、流体の供給は
、手動弁などを用いて手動制御されてもよい。さらに流体は、洗浄ステーション制御装置
などの制御装置によって制御される適切な弁および／またはポンプなどによって、容器８
８に供給されることが可能であり、流体は、上述したような排出流路を開閉する弁が設け
られた排出流路を介して、容器８８から排出されることが可能である。容器を満たしてニ
ードルの外側面を洗浄するために、排出流路を閉鎖することもできる。所望に応じて、容
器を上述の洗浄室および溢流室と同様に構成することもできる。
【００５５】
　洗浄ステーション７０を使用してシリンジ７１を洗浄する例示の方法は、１対の環状シ
ール８３および８４で仕切られた領域内に位置するサイドポート７１を有するシリンジを
、洗浄ステーションの軸方向に延在する内部室８３内に、軸方向に挿入するステップを含
む。次いでプランジャは、ニードル７２の遠位開口端から離れたサイドポートの側に位置
するように、引き抜かれる。次いで洗浄流体が供給源から洗浄ポートに供給され、内部室
に流入する。この流体はそこからサイドポートを通ってシリンジのバレルに流入し、ニー
ドルの遠位端から流出して、それによってシリンジの内側面を洗浄する。
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【００５６】
　このように洗浄ステーション７０は、迅速で、好ましくはハンズフリーで結合および取
り外しを行う流体作業を実現して、実験室での操作に使用されたシリンジを「高速洗浄（
“ｆａｓｔ－ｗａｓｈ”）」する。２つの環状流体シール８３および８４は、シリンジ本
体周りにそれぞれ頂部および底部シールを形成する。シリンジ本体はそれ自体で洗浄キャ
ビティの内側壁を形成し、一方、環状流体シールを支持する構造物は外側洗浄壁として働
く。遠隔ポンピング機構から、外側洗浄壁を通り、シリンジのサイドポートを通って、バ
レル内に入り、シリンジプローブの開口端を通って出るように延在する、開かれた流路が
確立される。
【００５７】
　上述の説明で理解されるように、シリンジ７１はそれに連結される専用の洗浄配管を必
要とせず、したがって従来の設計におけるもつれまたは漏れを解消する。本システムは洗
浄ステーション内でシリンジの方位角方向に回転等方性である。洗浄ステーションは、小
型のモジュラ型とされることが可能であり、実験室ベンチまたはそれを使用しやすい任意
の場所のみでなく、ロボット的デバイスに容易に設置できる。いくつかの洗浄ステーショ
ンを取りまとめて、各シリンジの洗浄段階は異なるが、どのようなときにも少なくとも１
つの清浄なデバイスを常に提供する、シリンジの貯蔵場所を作ることが可能である。
【００５８】
　上述の洗浄ステーション１０および７０の特徴を組み合わせて、サイドポートを有する
シリンジまたは有さないシリンジを取り扱える、単一の統合的洗浄ステーションを実現す
ることも可能である。図９に例示するように、洗浄ステーション７０の本体７９は、洗浄
室１８の上方で、塔５２の竪板部分５４に取り付けることができる。したがって、サイド
ポートを備えるシリンジの内部は、洗浄ステーション７０に関連して上述した手順と同様
の手順を用いて洗浄することができ、または代替案もしくは追加案として、このシリンジ
の内部は洗浄ステーション１０に関連して上述した態様と同様の態様で洗浄することがで
きる。シリンジがサイドポートを備えない場合は、そのシリンジは洗浄ステーション１０
に関連して上述した態様と同様の態様で洗浄することができる。全ての場合において、シ
リンジの外側は洗浄室１８を通して流動する洗浄流体によって洗浄できる。
【００５９】
　本発明を、ある特定の１つまたは複数の実施形態に関連して提示し、説明したが、他の
当業者が本明細書および添付図面を読み理解することにより、均等な代替と修正を行える
ことは明らかである。特に上記で説明した要素（構成要素、組立体、デバイス、構成体）
によって実行される様々な機能に関して、それらの要素を説明するために使用された語句
（「手段（“ｍｅａｎｓ”）」の参照を含む）は、別途指示のない限り、たとえ、本明細
書で例示された本発明の１つまたは複数の例示的実施形態において機能を遂行する開示さ
れた構造と構造的に均等でなくとも、説明された要素の指定された機能を実行する任意の
要素（すなわち、機能的に均等な要素）に対応することが意図されている。さらにこれま
で、いくつかの例示された実施形態の１つまたは複数に関連して、本発明の特定の特徴を
説明したが、所望に応じ、および所与のまたは特定の応用に対して有利であり得るとき、
それらの特徴は他の実施形態の１つまたは複数の特徴と組み合わせることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明による独立型シリンジ洗浄ステーションの一例であり、洗浄するためにシ
リンジがその中に挿入されていることを示す斜視図である。
【図２】シリンジを取り除いた、図１のシリンジ洗浄ステーションの断面図である。
【図３】シリンジがステーションに取り付けられた、図１と同様の断面図である。
【図４】図３の上端部分の拡大図である。
【図５】図３の下端部分の拡大図である。
【図６Ａ】図１のシリンジ洗浄ステーションを使用した洗浄操作の概略を例示する一連の
図である。
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【図６Ｂ】図１のシリンジ洗浄ステーションを使用した洗浄操作の概略を例示する一連の
図である。
【図６Ｃ】図１のシリンジ洗浄ステーションを使用した洗浄操作の概略を例示する一連の
図である。
【図６Ｄ】図１のシリンジ洗浄ステーションを使用した洗浄操作の概略を例示する一連の
図である。
【図６Ｅ】図１のシリンジ洗浄ステーションを使用した洗浄操作の概略を例示する一連の
図である。
【図７】本発明による別の独立型シリンジ洗浄ステーションの例であり、シリンジがその
中に挿入されていることを示す、斜視図である。
【図８】図７のシリンジ洗浄ステーションの一部を拡大して示す断面図である。
【図９】図７および図８に示す洗浄ステーションの態様を含むように修正した、図３と同
様の断面図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図６Ｄ】

【図６Ｅ】
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【図７】

【図８】

【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成20年3月21日(2008.3.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ニードルの遠位開口端を通して流体を分注または吸引するために内部でプランジャが移
動可能なバレルと連通する前記ニードルを含み、液体取り扱いシステム内で使用され、ま
たは液体取り扱い操作を実行するために使用されるシリンジ、を洗浄するためのシリンジ
洗浄ステーションであって、
　下端部、および前記シリンジの前記ニードルが軸方向に挿入可能な開口上端部、を有す
る内部ニードル洗浄室と、
　前記ニードル洗浄室の前記開口上端部の上に垂直方向に延在する溢流室と、
　洗浄流体を前記内部室に供給するために前記ニードル洗浄室の側壁に開口する洗浄ポー
トと、
　前記ニードル洗浄室の前記下端部に連結された排出流路と、
　前記排出流路を開閉して前記排出流路を通る流体の流れを、それぞれ許容しおよび阻止
するための弁であって、前記弁が閉のときは、前記洗浄ポートから前記ニードル室に流入
する流体が前記ニードル洗浄室を満たし、前記ニードル洗浄室の前記上端部を溢流して前
記溢流室へ流れることができ、前記弁が開のときは、洗浄流体が前記ニードル洗浄室から
前記排出流路を通って流れることができる弁と、
　洗浄ステーション制御装置であって、
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　（ａ）前記シリンジが前記ニードル洗浄室の前記開口上端部を通して軸方向に挿入され
た後に、前記ニードル洗浄室の上端部および下端部の間の、前記ニードル洗浄室の側壁に
ある洗浄ポート開口部を通して洗浄流体を流すステップと、
　（ｂ）洗浄流体を前記ニードル洗浄室に満たし、前記ニードル洗浄室の前記上部開口端
を通して溢流室内に流出させるように、前記排出流路を閉鎖するステップと、
　（ｃ）前記ニードル洗浄室内の前記洗浄流体が排出流路を通して流出するように、前記
排出流路を開くステップと、
　（ｄ）ステップ（ｂ）の間に、洗浄流体を前記ニードルを通して前記シリンジの前記バ
レル内に吸い込むように、前記シリンジの前記プランジャを引き込むステップと、
　（ｅ）ステップ（ｃ）の間に、前記洗浄流体を、前記シリンジの前記バレルから前記ニ
ードルを通して、前記ニードル洗浄室から前記排出流路へ流れる前記流体中に排出するよ
うに、前記シリンジの前記プランジャを伸長するステップと、のための洗浄ステーション
制御装置と、
を備えるシリンジ洗浄ステーション。
【請求項２】
　前記排出流路が、前記洗浄ポートの下方で前記ニードル洗浄室に開口しており、前記洗
浄ポートが、前記ニードル洗浄室の前記上端部の下方で前記ニードル洗浄室の前記側壁に
開口している、請求項１に記載のシリンジ洗浄ステーション。
【請求項３】
　前記ニードル洗浄室が第１の管状部材で形成され、前記溢流室が前記第１の管状部材、
および前記第１の管状部材を囲みそれとは径方向に離隔された直径のより大きい第２の管
状部材との間に形成される、請求項１または請求項２に記載のシリンジ洗浄ステーション
。
【請求項４】
　前記ニードル洗浄室が、前記ニードルの直径の少なくとも２倍の直径を有して前記シリ
ンジと組み合わされた、請求項１から３のいずれか１項に記載のシリンジ洗浄ステーショ
ン。
【請求項５】
　前記ニードル洗浄室内に挿入された前記ニードルを有する前記シリンジを保持するため
のホルダをさらに備える、請求項１から４のいずれか１項に記載のシリンジ洗浄ステーシ
ョン。
【請求項６】
　前記ホルダが、洗浄ステーション制御装置と前記シリンジとの間の通信を確立するため
の、シリンジインターフェイスデバイスを含み、それによって、前記シリンジからの命令
は前記洗浄ステーション制御装置によって受信でき、または前記洗浄ステーション制御装
置から前記シリンジに命令を発信できる、請求項５に記載のシリンジ洗浄ステーション。
【請求項７】
　軸方向に延在し、内部に前記シリンジを軸方向に挿入することができる内部室、および
洗浄流体を前記内部室に供給するために前記内部室の側壁に開口する洗浄ポートを画成す
る本体と、
　前記シリンジのサイドポートの両側で、前記シリンジの外面を封止するために、軸方向
に離隔され、前記洗浄ポートの対向する側に配置された１対の環状シールと、
をさらに備える、請求項１から７のいずれか１項に記載のシリンジ洗浄ステーション。
【請求項８】
　ニードルの遠位開口端を通して流体を分注または吸引するために内部でプランジャが移
動可能なバレルと連通する前記ニードルを含み、液体取り扱いシステム内で使用され、ま
たは液体取り扱い操作を実行するために使用される前記シリンジ、を洗浄する方法であっ
て、
（ａ）洗浄ステーションにおいて、軸方向に延在するニードル洗浄室の開口上端部を通し
て、前記シリンジを軸方向に挿入するステップと、
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（ｂ）前記ニードル洗浄室の上端部および下端部の間の、前記ニードル洗浄室の側壁にあ
る洗浄ポート開口部を通して洗浄流体を流すステップと、
（ｃ）洗浄流体を前記ニードル洗浄室に満たし、前記ニードル洗浄室の上部開口端を通し
て溢流室内に流出させるように、前記排出流路を閉鎖するステップと、
（ｄ）前記ニードル洗浄室内の前記洗浄流体が排出流路を通して流出するように、前記排
出流路を開くステップと、
（ｅ）ステップ（ｃ）の間に、洗浄流体を前記ニードルを通して前記シリンジの前記バレ
ル内に吸い込むように、前記シリンジの前記プランジャを引き込むステップと、
（ｆ）ステップ（ｄ）の間に、前記洗浄流体を、前記シリンジの前記バレルから前記ニー
ドルを通して、前記ニードル洗浄室から前記排出流路へ流れる前記流体中に排出するよう
に、前記シリンジの前記プランジャを伸長するステップと、
を含む方法。
【請求項９】
　前記弁が開のとき、前記洗浄流体が前記排出流路を通して重力によって排出される、請
求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ステップ（ｂ）から（ｆ）が複数回繰り返される、請求項８または請求項９に記載の方
法。
【請求項１１】
　少なくとも前記ニードルの長さの２０％が前記ニードル洗浄室に挿入される、請求項８
から１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　少なくとも前記ニードルの長さの５０％が前記ニードル洗浄室に挿入される、請求項８
から１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ニードルが前記洗浄室に挿入されているとき、前記ニードルが前記ニードル洗浄室
の前記側壁から離隔されて保持されている、請求項８から１２のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項１４】
　ニードルの遠位開口端を通して流体を分注または吸引するために内部でプランジャが移
動可能なバレルと連通する前記ニードル、および前記バレルと連通するサイドポートを含
み、液体取り扱いシステム内で使用され、または液体取り扱い操作を実行するために使用
されるシリンジ、を洗浄するためのシリンジ洗浄ステーションであって、
　軸方向に延在し、内部に前記シリンジを軸方向に挿入することができる内部室、および
洗浄流体を前記内部室に供給するために前記内部室の側壁に開口する洗浄ポート、を画成
する本体と、
　前記シリンジのサイドポートの両側で、前記シリンジの外面を封止するために、軸方向
に離隔され、前記洗浄ポートの対向する側に配置された１対の環状シールと、
を備えるシリンジ洗浄ステーション。
【請求項１５】
　前記シリンジの前記サイドポートが、前記環状シールの間に位置する前記内部室の領域
に位置するように、前記シリンジを受け入れ保持するためのホルダをさらに備える、請求
項１４に記載のシリンジ洗浄ステーション。
【請求項１６】
　ニードルの遠位開口端を通して流体を分注または吸引するために内部でプランジャが移
動可能なバレルと連通する前記ニードル、および前記バレルと連通するサイドポートを含
み、液体取り扱いシステム内で使用され、または液体取り扱い操作を実行するために使用
されるシリンジ、を洗浄する方法であって、
　前記洗浄ポートの両側で前記シリンジの外面を封止するために軸方向に離隔され前記洗
浄ポートの両側に配置された、１対の環状シールで仕切られた領域内に前記サイドポート
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が位置するように、前記シリンジを洗浄ステーションの軸方向に延在する内部室内に軸方
向に挿入するステップと、
　前記プランジャが前記ニードルの前記遠位端から離れた前記サイドポートの側に位置す
るように、前記シリンジの前記プランジャを引き抜くステップと、
　前記サイドポートを通って前記シリンジの前記バレルに流入し、前記ニードルの前記遠
位端から流出して、それによって前記シリンジの内側面を洗浄する洗浄流体を、前記洗浄
ポートを通して前記内部室に流入させるステップと、
を含む方法。
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